
亀 山 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 の 規 則 で 定 め

る 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 ２ 年 ６ 月 １ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ２ １ 号  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 の 規 則 で

定 め る 日 を 定 め る 規 則  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 亀 山 市

条 例 第 １ ９ 号 ） 附 則 の 規 則 で 定 め る 日 は 、 令 和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日 と す

る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


